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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 

 

 ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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医師、看護師等医療従事者の届出について 

  

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方

は、各資格法令により、２年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所等の事項を届け出るこ

とが規定されており、本年はこの届出の実施年に当たります。 

つきましては、該当職員への周知と届出の提出について御協力いただきますようお願いいた

します。 

 

▼ 調査対象（１）日本に住所があって、日本の医籍・歯科医籍・薬剤師名簿に登録されてい

る医師・歯科医師・薬剤師 

（２）資格に係る業務に従事している保健師･助産師･看護師･准看護師･歯科衛生

士･歯科技工士 

 

▼ 届出方法 

「医療従事者届出システム」（厚生労働省の専用ホームページ）による届出、もしくは紙による届出 

 

（1)オンラインによる届出の場合 

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、薬局、医療の研究機関又はその他の機関

（以下「医療機関等」という。）の従事者については、当該医療機関等を通じて、「医療従事

者届出システム」により、オンラインで届出が可能です。 

具体的な操作方法は、厚生労働省ホームページ記載の「マニュアル」や「よくあるご質問」

等を御参照ください。 

 

 

厚生労働省ホームページ(医療従事者届出システムのリンク掲載) 

「医療従事者による２年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療従事者による２年

に一度の届出（三師届・業務従事者届）について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 

 

 

 

・ 医療機関ＩＤ(施設ＩＤ)について 

前回（令和４年度）オンライン届出を行っている施設は前回の医療機関ＩＤを御利用いただ

くことが可能です。前回利用した医療機関ＩＤが不明な場合は、(1)新規で利用申請いただく

か、(2)長野市保健所までお問い合わせください。  

※ログインにあたっては医療機関ＩＤと併せて前回登録したメールアドレスが必要です。当

時登録したメールアドレスを現在使用していない、もしくは不明な場合には、ログインでき

ませんので、新規で利用申請をお願いします。  

※医療機関ＩＤを新規で発行すると、前回の利用者ＩＤの情報は引き継がれません。御留意

ください。  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html
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(2)紙による届出の場合 

届出票については、長野市ホームページからのダウンロードにより入手し、以下のいずれ

かの方法で長野市保健所総務課宛に提出してください。 

 

１．郵送 長野市保健所総務課宛（〒380-0928 長野市若里六丁目６番１号） 

着払いや料金不足で御提出いただいた場合、受領いたしかねますので御注意ください。 

 

２．長野市保健所総務課窓口にて提出 

開庁時間：平日午前８時30分から午後５時15分(土日祝日を除く) 

12月28日(土)から１月５日(日)の期間は閉庁しておりますので御注意ください。 

 

３．ながの電子申請サービス(長野市ホームページ掲載)にて提出 

本申請サービスを御利用いただける対象は、業務に従事していない医師、歯科医師、薬剤

師、もしくは届出人数20人以下の施設のみとさせていただきます。 

 

長野市ホームページ(届出様式、ながの電子申請サービスリンク掲載) 

ホーム＞右上「MENU」＞健康・医療・福祉＞医療＞医療機関・施術所・歯科技工所・衛生

検査所＞医療従事者による２年に一度の届出(三師届・業務従事者届) 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n105500/20241201.html 

 

 

▼記入例 

  【別紙１】を御覧ください。 

▼医療従事者届出システムについて 

【別紙２～３】を御覧ください。 

▼提出期限／令和７年１月15日（水） 

▼提出先（※紙による提出の場合）・問い合わせ先／長野市保健所総務課（担当：中田） 

                       〒380-0928 長野市若里六丁目６番１号

TEL：026-226-9941／FAX：026-226-9981 

 

 

 
介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について 

  

厚生労働省老健局から、別紙様式２（処遇改善計画書）及び別紙様式３（実績報告書）の差替

えについて周知依頼がありました。今後は、差替後の様式を御活用ください。 

詳細は【別紙４】及び以下URLをご確認いただきますようお願いします。 

 

厚生労働省ホームページ（最新の別紙様式２及び３の媒体を掲載）  

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html 

 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  

 ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n105500/20241201.html
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html
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長野市介護サービス事業者向けセミナー 

「介護職のメンタルヘルス対策研修」について 

  

表題の件について、令和６年12月23日（月）に介護サービス事業所向けのセミナーを開催しま

す。（11月20日付で事業所メールアドレス宛に周知しています）受講希望の施設等におかれまし

ては、令和６年12月16日（月）までにお申し込みください。詳細は【別紙５】を参照してくださ

い。 

また、今年度のセミナー日程は以下のとおりになります。 

 

１月22日（水） コンプライアンス＋虐待防止 

２月19日（水） 「誤薬事故」防止対策 

 

いずれも13時30分から、オンラインで開催する予定です。 

各研修内容の詳細は、順次ご案内します。  

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 
令和６年度介護報酬改定の影響等に係るアンケートについて 

  

長野県介護支援課から周知依頼がありました標記の件につきましては、対象サービス事業所

宛てに、11月27日に長野市から依頼メールを送信しています。ご確認の上、アンケート回答にご

協力をお願いします。 

なお、アンケートの回答期限は、令和６年12月18日（水）となっています。アンケート調査に

関するお問い合わせは、長野県介護支援課へお願いします。 

 

※対象サービスは、以下のとおりです。 

 

・ 居宅サービス 

（介護予防サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具販売及び医療みなしを除 

く。） 

・ 地域密着型サービス（介護予防サービスを除く。） 

・ 施設サービス 

・ 居宅介護支援、介護予防支援  

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  

 ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 
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【リマインド】令和６年度集団指導（居宅サービス、施設サービス、密着特定、密

着特養）の受講確認について 

  

令和６年11月20日付けで居宅サービス、施設サービス、密着特定、密着特養事業者様あてに電

子メールにてお送りした下記の事項につきまして、再度お知らせいたします。 

 

                     記 

 

令和６年度介護保険事業者等集団指導（居宅サービス、施設サービス、密着特定、密着特養）

を下記のとおり実施しますので、内容をご確認いただくとともに、関係法令を遵守した適正な事

業運営を行っていただきますようお願いします。 

 

１ 実施方法等 

 長野県介護支援課You Tubeに説明動画を限定公開しますので、ご視聴いただき、「受講確認票」

を提出してください。また、長野県ホームページへ集団指導資料を掲載していますので予め印刷

する等、準備をお願いします。 

 

（１）動画掲載先ＵＲＬ（長野県ホームページ） 

「ホーム」→「健康・医療・福祉」→「高齢者福祉」→「介護サービス」→「市町村・介護保

険指定事業者の皆様への情報」→「1-2 県からのお知らせ 〇令和６年度介護保険事業者等集団

指導について」→「令和６年度介護保険事業者等集団指導について」→「令和６年度介護保険事

業者等集団指導動画視聴用ページ」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/shudanshido/r6shudanshido-movie.html 

 

（２）資料掲載先ＵＲＬ（長野県ホームページ） 

「ホーム」→「健康・医療・福祉」→「高齢者福祉」→「介護サービス」→「市町村・介護保

険指定事業者の皆様への情報」→「1-2 県からのお知らせ 〇令和６年度介護保険事業者等集団

指導について」→「令和６年度介護保険事業者等集団指導について」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/shudanshido/r6shudanshido.html 

 

 

 

【動画／資料内容】 

〇共通事項（全サービス共通） 

〇訪問介護 ○訪問入浴介護 ○訪問看護 

○訪問リハビリテーション 

○居宅療養管理指導 

○通所介護  ○通所リハビリテーション 

○短期入所生活介護  ○短期入所療養介護 

○特定施設入居者生活介護 

○福祉用具貸与・特定福祉用具販売 

○介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設 

○介護医療院 

動画 資料 

 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/shudanshido/r6shudanshido-movie.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/shudanshido/r6shudanshido.html
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（３）研修内容 

確認する動画 
①共通事項動画 

②サービス別動画 

確認する資料 

①共通事項資料 

②サービス別資料 

③長野労働局関係資料 

 

２ 受講報告について 

（１）報告方法 

ながの電子申請サービス（長野市）から受講確認票の申請を行ってください。 

https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=50705 

 

   

 

（２）報告期限 

   令和７年１月31日（金） 

 

（３）留意事項 

システム障害等の理由でながの電子申請サービスでの申請ができない場合は必要事項を記

入の上、受講報告書を高齢者活躍支援課までメール又はＦＡＸで提出してください。 

 

３ その他 

・説明動画では、基準等のポイントを抜粋して説明しています。詳細な内容等については、 

資料をご確認いただきますようお願いします。 

・資料及び動画の内容については、許可なく他のＷｅｂサイトや著作物等へ転載することを禁

止します。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  

      ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=50705
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「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及

びＱ＆Ａ（事例集）の一部改正について 

  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第260

号）及び個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（令和６年個人情報保護

委員会規則第４号）が令和６年12月２日に施行されました。 

これに伴い、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに関す

るＱ＆Ａ（事例集）」につき一部改正されました。健康保険証を廃止するとともに、個人番号

カード（マイナンバーカード）によりオンライン資格確認を受けることができない状況にある

方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供さ

れることによる改正です。 

なお、本改正以降も最大１年間、従来の保険証に係る取扱いについては、なお従前の例とす

る点にご留意ください。  

詳細は、以下URLをご確認ください。 

 

厚生労働省ホームページ 

 （厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  

 ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 
冬期間における宅内の水道管凍結防止について【別紙６】 

  

昨年は暖冬だったため、水道管の凍結による破損などは59件と少な目でしたが、寒波が到来し

た一昨年は、12月下旬から2月にかけて約750件発生しました。日本気象協会によりますと、2024

～2025年にかけての冬は昨年よりも寒くなる予想です。 

寒波到来時期に水道管が凍結すると、修繕等が集中するため、工事店もその対応に時間がかか

り、長時間水道の利用ができないことがあります。 

また、お体が不自由な方やお一人暮らしのご高齢の方など、その対応も含め経済的にも大変な

ご負担をおかけすることとなってしまいます。 

つきましては、ご当人様はもとより、ご家族に凍結防止対策について早めにご準備、ご確認い

ただきたく関係者の皆様のご協力をお願いいたします。 

なお、ご不明な点、お問い合わせ等につきましては、下記へお願いいたします。  

 

問い合わせ先：犀北地区（犀川以北、松代、若穂）にお住まいの方           

長野市上下水道局水道維持課 ＴＥＬ：０２６－２４１－１１３２ 

  営 業 課 ＴＥＬ：０２６－２２４－５０７５ 

 

犀南地区（篠ノ井・川中島・更北）にお住まいの方 

長野県企業局川中島水道管理事務所 ＴＥＬ：０２６－２８４－１７００ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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介護保険最新情報について 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  

 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。  

 

【介護保険最新情報 vol.1328】 

令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和６年度調査）への協力依頼 

 

【介護保険最新情報 vol.1329】 

科学的介護情報システム（LIFE）の令和６年度報酬改定に対応したフィードバックの掲載開始に

ついて 

 

【介護保険最新情報 vol.1330】 

介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出につい

て（事務連絡） 

 

【介護保険最新情報 vol.1331】 

介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について 

 

【介護保険最新情報 vol.1332】 

介護保険施設等における事故の報告様式等について（通知） 

 

【介護保険最新情報 vol.1333】 

「「介護サービス情報の公表」制度に関するＱ＆Ａ」の発出について（事務連絡） 

 

【介護保険最新情報 vol.1334】 

介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策について 

 

【介護保険最新情報 vol.1335】 

介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。  
業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電

話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合わせ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

